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概 要 

 本研究では，琵琶湖の水資源利用をめぐる滋賀県と下流府県を中心とした国内外の他地域との関係

性を把握するために，産業部門毎の水消費原単位と汚濁負荷原単位を組み込んだ，水資源分析用産

業連関表を構築し，同連関表を用いた分析を実施した．その結果，滋賀県では，農林水産業が量的・質

的ともに，琵琶湖に対する主要な負荷源になっていることや，琵琶湖の水資源を利用して県内で生産さ

れる財・サービスの消費による便益が下流府県に大きく提供される一方で，同県に対する下流府県から

の便益が非常に小さいことなどが明らかになった． 
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1. はじめに 

わが国最大の湖沼である琵琶湖は，湖水の給水区

域が滋賀と下流府県(京都，大阪，兵庫)の 4 府県にま

たがる日本最大の水資源である．また，集水域が滋賀

県の県域とほぼ一致しており，県内において財・サービ

スの生産にともない発生する水質汚濁負荷の巨大な受

け皿ともなっている 1)． 
一般に水資源は，生活・工業・農業用水などの量とし

ての｢量的｣利用と，利用の結果として発生する汚濁負

荷の受け皿という質としての｢質的｣利用の 2つの側面を

有している 2)．また，水資源は有限かつ地域偏在的であ

り，財等の生産にともなう｢直接的｣利用だけでなく，財

等の移輸入によって補完される｢間接的｣利用という側

面も有している 3)． 
一方，資源の保全管理と経済活動は一般的にトレー

ドオフ関係にあり，資源管理を進めるためには，経済的

側面から資源利用を捉えなければならない．そのような

トレードオフ関係を把握するツールとして開発されてき

たのが，環境分析用の産業連関表(I/O表)である．環境

分析用産業連関表(E-I/O 表)を用いれば域内と域外の

取引とから発生する環境負荷を把握することが可能とな

る．しかし，現在までに開発されてきた E-I/O 表の多く

はエネルギー消費や大気汚染を対象としたものである． 
これらのことから，琵琶湖の水資源管理を進めるため

には，量的・質的な水資源利用に拡張した E-I/O 表を

構築することが必要だと考えられる． 
なお，水資源保全・利用と経済活動との関係性につ

いては，末石が提唱した｢水集約度分析｣3)や Anthony 
Allan が提唱した｢仮想水｣4)などの概念がある．水集約

度分析の概念については，末石の研究以降，使われる

ことがなく，現在，水資源利用を論じる際には，後者の

仮想水の概念が広く用いられている． 
ただし，本研究における主要な問題意識は，滋賀県

における琵琶湖の水資源利用のうち，下流府県を中心

とした県外地域による間接的利用量を把握しようとする

ものである．同利用量は，厳密に言うと，仮想水(仮想投

入水量)ではなく，むしろ現実投入水量 4)にあたる．また，

本研究では仮想水では対象とされてこなかった，質的

利用としての汚濁負荷までも対象としている．このような

違いがあることから，本研究では，仮想水という概念は

用いず，量的・質的かつ直接的・間接的な水資源利用

という概念を用いて論議を進めていく． 
本研究の目的は，2000 年の滋賀県の産業部門毎の

水消費原単位と水質汚濁負荷原単位を算定し，同原単

位を組み込んだ水資源分析用産業連関表 (以下，

WR-I/O 表)を構築するとともに，同連関表の分析によっ

て，滋賀県と下流府県を中心にした県外地域の経済活

動にともなう琵琶湖の水資源の量的・質的かつ直接的・

間接的利用の実態を明らかにすることである． 
経済活動にともなう琵琶湖の水資源利用の実態を明

らかにすることができれば，琵琶湖の水資源管理に向

けた計画立案に資すると考えられる．また，産業部門毎

の水資源の量的・質的利用量を把握するための

WR-I/O 表を構築する手法を開発することができれば，

国内の他地域における同様のWR-I/O表の構築にも役

立つと考えられる． 

2. 水資源分析用産業連関表の構築 

本研究で構築する，量的・質的な水資源利用に拡張

したWR-I/O表は，2000年の滋賀県 I/O表 5)(32部門)
と統合大分類部門(32 部門)別の水消費量および汚濁

負荷量と両原単位(係数ベクトル)から構成される． 
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2.1 産業部門別水消費原単位の算定 

水消費量を算出するために使用したデータと算出方

法を Table 1 に示す．産業部門別の水消費原単位は，

表中の各用水について算出した水消費量を部門毎に

集計し，集計値を同部門の滋賀県 I/O表生産額で除す

ことで算定した． 
上記の方法で水消費量を算出した結果，滋賀県では

第一次産業の水消費量が産業全体の 70%以上を占め

ていたことがわかった． 

2.2 産業部門別水質汚濁負荷原単位の算定 

汚濁負荷量を算出するために使用したデータと算出

方法を Table 2 に示す．汚濁物質としては COD，T-N，

T-P を対象とした．産業部門別の汚濁負荷原単位は，

各種事業場および農林水産業について算出した汚濁

負荷量を部門毎に集計し，集計値を同部門の滋賀県

I/O 表生産額で除すことで算定した． 
上記の方法で汚濁負荷量を算出した結果，すべての

汚濁物質において，第一次産業の割合が約 50%もしく

はそれ以上を占めていたことがわかった． 

3. 水資源分析用産業連関表による分析 

3.1 下流府県別移出入額の推計 

県外地域のうち，特に下流府県による琵琶湖の水資

源と，滋賀県による同府県の水資源の間接的な利用を

把握するためには，下流府県毎に滋賀県からの移出入

額を求める必要がある．同移出入額の推計には，関西

地域間 I/O 表 15)を用いた．  

3.2 分析方法 

最終需要が増加すると，生産が誘発され，それにとも

ない水資源利用が増加する．本研究では，これを生産

誘発による水資源利用(以下，それぞれ｢生産誘発水消

費量｣と｢生産誘発汚濁負荷量｣)とよぶ． 
先ず，滋賀県の最終需要項目(下流府県および他都

道府県への｢移出｣と海外への｢輸出｣を含む)毎の生産

誘発額は式(1)で求めることができる 16), 17)． 
 

( )( ) ( )( )EUUFDMNIAMNIIX OL +++−−−−−=
− ˆˆˆˆ 1  (1) 

 
ここで，X：県内生産額ベクトル，I：単位行列， N̂ ：移入

係数行列， M̂ ：輸入係数行列，A：投入係数行列，

FD：県内最終需要ベクトル，UL：移出ベクトル（下流府

県），UO：移出ベクトル（他都道府県），E：輸出ベクトル

である． 
式(1)で求めた産業部門 i の生産誘発額(百万円/年)

から，同部門の生産誘発水消費量 Wi (m3/年)と生産誘

発汚濁負荷量 Li (kg/年)は，次式で算出することができ

る． 
 

iii XW ×=ω              (2) 
iii XL ×=μ              (3) 

 
ここでω：水消費原単位(m3/百万円)，μ：汚濁負荷原

単位(kg/百万円)である． 
次に，滋賀県の最終需要項目毎の移輸入誘発額

（移入額 N と輸入額 M）はそれぞれ式(4)と式(5)で求め

ることができる 16), 17)． 
 

( )( )
( )( )FDMFDNEUUFDMNI

AMNIIANN

OL ˆˆˆˆ        

ˆˆˆ 1

+++++−−×

−−−=
−

  (4) 

( )( )
( )( )FDMFDNEUUFDMNI

AMNIIAMM

OL ˆˆˆˆ        

ˆˆˆ 1

+++++−−×

−−−=
−

  (5) 

 
式(4)と式(5)で求めた移輸入誘発額から，産業部門 i

の移輸入誘発水消費量 (m3/年)と移輸入誘発汚濁負

荷量 (kg/年)は，次式で算出することができる． 
 

iiiii MNW ××=′ ωω or             (6) 

Table 1: Data and calculation methods for water consumption 
 使用データと算出方法 

生

活

用

水 

｢滋賀の水道｣6)に｢業務・営業用｣として報告されている産

業部門による総水消費量に，産業部門毎の上水道使用

量が同部門から下水道への排除(水)量にほぼ一致する

という仮定の下，下水道接続事業所の部門毎の排除量

の比(表-2)を乗じ，部門毎に案分して算出． 

工

業

用

水 

工業調査結果(経済産業省，2000 年)に収載されてい

る，日本標準産業分類で分けられた事業所を先ず，I/O
表大分類部門に分類し直し，同 I/O表部門毎に，工業用

水量(｢地表水/伏流水｣｢井戸水｣などを含む)のうち回収

水量を除いた淡水補給量を集計して算出． 
農

業

用

水 

滋賀県農林水産統計 7)の農産物毎の生産量に灌漑栽培

手法(減水深)によって設定された該当農産物の原単位
8), 9)を乗じて算出．なお，降水は潜在的な琵琶湖の水資

源であるとみなした． 

Table 2: Data and calculation methods for pollution loads 
 使用データと算出方法 

日排水

量 10 

m3 以

上 

滋賀県の特定施設設置の届出データ(排水量)に同

県が 1997年度から 2004年度にかけて，県内の全特

定事業場を対象に実施した排水検査の実測値デー

タ(汚濁物質濃度)を乗じて算出 10), 11)． 
日排水

量 10 

m3 未

満 

滋賀県の特定施設設置の届出データ(排水量)に同

県が第 3 期湖沼計画 12)(1995 年)の策定時に設定し

た業種値(汚濁物質濃度)を乗じて算出 10), 11)． 

下水道

接続事

業所 

2004 年度における滋賀県内の接続事業所毎の下水

道への排除量データ（排出量）に第 4 期湖沼計画
13)(2000 年)の排除先下水処理場の放流水質(汚濁

物質濃度)を乗じて算出 14)． 

農林水

産業 

第4期湖沼計画(2000年)の策定時に用いられた，畜

産系および土地利用系の原単位とフレーム値を用い

て算出． 
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iiiii MNL ××=′ μμ or             (7) 
 
なお，本研究では，移輸入元の県外地域における水

消費原単位および汚濁負荷原単位が滋賀県における

当該部門の両原単位と同じであると仮定している． 

3.3 琵琶湖の水資源利用をめぐる滋賀県と県外

地域間の関係性 

以上の計算により算出した滋賀県と県外地域間にお

ける量的・質的な水資源利用量のフロー図をそれぞれ

Fig.1 と Fig.2 に示す．なお，ここで T-N と T-P 負荷量

のフロー図は割愛するが，両負荷量に関してもCOD 負

荷量とほぼ同様のフロー図が得られている． 
図において，黒の実線の矢印は滋賀県から下流府

県または他都道府県への水資源の移出を，破線の矢

印は下流府県または他都道府県から滋賀県への移入

を表している．それに対して，灰色の実線の矢印は，滋

賀県から海外への水資源の輸出を，破線の矢印は，海

外から滋賀県への輸入を表している．また，それぞれの

矢印の太さは，水資源利用量の大きさを表している． 
図に示すように，滋賀県による琵琶湖の水資源の利

用は，県外需要によって，水消費量として(量的に)は県

内需要の約 5 倍，汚濁負荷量として(質的に)は平均で

約 3倍と，大きく誘発されていた．特に，下流府県による

間接的利用量が大きく，同 3 府県だけで量的にも質的

にも，他都道府県合計とほぼ同程度の利用量があった．

これは，量的・質的ともに，琵琶湖に対する主要な負荷

源となっていた県内の「農林水産業」が生産した農産品

の大半が下流府県に移出されていたためである． 
このことは，下流府県が，量的には，琵琶湖からの放

流水を下流で取水し，消費することで，直接的に同湖に

依存しているだけでなく，滋賀県から財等を移入するこ

とで間接的にも同湖の水資源に依存していることを，ま

た，質的には，それによって水源地である琵琶湖への

汚濁負荷量を大きく増加させていることを意味してい

る． 
これに対して，滋賀県による下流府県の水資源の間

接的利用量は小さく，量的・質的ともに滋賀県が移出超

過となっていた．一方，同県は下流府県以外の他都道

府県と海外に対しては，移輸入超過となっていた． 

4. おわりに 

本研究では，WR-I/O表を構築し，同 I/O表を用いた

分析から，滋賀県と県外地域の経済活動にともなう琵琶

湖の水資源の量的・質的かつ直接的・間接的利用の実

態を明らかにしようとした．その結果，次のような知見を

得ることができた． 
・ 滋賀県が琵琶湖の水資源利用による便益を下流府

県に対して大きく提供している一方で，同県に対す

る下流府県からの便益の提供は非常に小さかった． 
・ 滋賀県では，第一次産業である｢農林水産業｣が，

量的(水消費量)・質的(汚濁負荷量)ともに，琵琶湖

に対する主要な負荷源になっていたが，県内の「農

林水産業」が生産した財は，その大半が下流府県の

需要を満たすために生産されたものであった． 
・ また，同県はこの下流府県に対して移出超過となっ

ていた便益とほぼ同程度の便益を，他都道府県や

海外に対する移輸入超過によって得ていた． 
 
以上，本研究で明らかになったように，琵琶湖の水資

源利用(水消費量と汚濁負荷量)のかなりの部分は，下

流府県を中心とした県外地域の需要によって誘発され

たものであった．水資源を利用して生産された財等の移

動がもたらす影響については，物質循環の観点から，

同一流域内の地域間と流域を超えた地域間では区別し

て議論する必要があるだろう．また，滋賀県自身も他都

道府県と海外の水資源に大きく依存している事実に留

意する必要がある．しかし，いずれにせよ，本研究の結

果が示唆する点は，琵琶湖の水資源の管理保全に関

する責任が滋賀県のみに帰せられるべきではないとい

うことだと考える．さまざまな地域が同湖に大きく依存し

ている実態を踏まえた上での，琵琶湖という重要な水資

 
Fig.1: Water consumption flows between Shiga and the other 

areas (m3/year) 

 
Fig.2: Pollution load (COD) flows between Shiga and the other 

areas (kg/year) 

2.1 産業部門別水消費原単位の算定 

水消費量を算出するために使用したデータと算出方

法を Table 1 に示す．産業部門別の水消費原単位は，

表中の各用水について算出した水消費量を部門毎に

集計し，集計値を同部門の滋賀県 I/O表生産額で除す

ことで算定した． 
上記の方法で水消費量を算出した結果，滋賀県では

第一次産業の水消費量が産業全体の 70%以上を占め

ていたことがわかった． 

2.2 産業部門別水質汚濁負荷原単位の算定 

汚濁負荷量を算出するために使用したデータと算出

方法を Table 2 に示す．汚濁物質としては COD，T-N，

T-P を対象とした．産業部門別の汚濁負荷原単位は，

各種事業場および農林水産業について算出した汚濁

負荷量を部門毎に集計し，集計値を同部門の滋賀県

I/O 表生産額で除すことで算定した． 
上記の方法で汚濁負荷量を算出した結果，すべての

汚濁物質において，第一次産業の割合が約 50%もしく

はそれ以上を占めていたことがわかった． 

3. 水資源分析用産業連関表による分析 

3.1 下流府県別移出入額の推計 

県外地域のうち，特に下流府県による琵琶湖の水資

源と，滋賀県による同府県の水資源の間接的な利用を

把握するためには，下流府県毎に滋賀県からの移出入

額を求める必要がある．同移出入額の推計には，関西

地域間 I/O 表 15)を用いた．  

3.2 分析方法 

最終需要が増加すると，生産が誘発され，それにとも

ない水資源利用が増加する．本研究では，これを生産

誘発による水資源利用(以下，それぞれ｢生産誘発水消

費量｣と｢生産誘発汚濁負荷量｣)とよぶ． 
先ず，滋賀県の最終需要項目(下流府県および他都

道府県への｢移出｣と海外への｢輸出｣を含む)毎の生産

誘発額は式(1)で求めることができる 16), 17)． 
 

( )( ) ( )( )EUUFDMNIAMNIIX OL +++−−−−−=
− ˆˆˆˆ 1  (1) 

 
ここで，X：県内生産額ベクトル，I：単位行列， N̂ ：移入

係数行列， M̂ ：輸入係数行列，A：投入係数行列，

FD：県内最終需要ベクトル，UL：移出ベクトル（下流府

県），UO：移出ベクトル（他都道府県），E：輸出ベクトル

である． 
式(1)で求めた産業部門 i の生産誘発額(百万円/年)

から，同部門の生産誘発水消費量 Wi (m3/年)と生産誘

発汚濁負荷量 Li (kg/年)は，次式で算出することができ

る． 
 

iii XW ×=ω              (2) 
iii XL ×=μ              (3) 

 
ここでω：水消費原単位(m3/百万円)，μ：汚濁負荷原

単位(kg/百万円)である． 
次に，滋賀県の最終需要項目毎の移輸入誘発額

（移入額 N と輸入額 M）はそれぞれ式(4)と式(5)で求め

ることができる 16), 17)． 
 

( )( )
( )( )FDMFDNEUUFDMNI

AMNIIANN

OL ˆˆˆˆ        

ˆˆˆ 1

+++++−−×

−−−=
−

  (4) 

( )( )
( )( )FDMFDNEUUFDMNI

AMNIIAMM

OL ˆˆˆˆ        

ˆˆˆ 1

+++++−−×

−−−=
−

  (5) 

 
式(4)と式(5)で求めた移輸入誘発額から，産業部門 i

の移輸入誘発水消費量 (m3/年)と移輸入誘発汚濁負

荷量 (kg/年)は，次式で算出することができる． 
 

iiiii MNW ××=′ ωω or             (6) 

Table 1: Data and calculation methods for water consumption 
 使用データと算出方法 

生

活

用

水 

｢滋賀の水道｣6)に｢業務・営業用｣として報告されている産

業部門による総水消費量に，産業部門毎の上水道使用

量が同部門から下水道への排除(水)量にほぼ一致する

という仮定の下，下水道接続事業所の部門毎の排除量

の比(表-2)を乗じ，部門毎に案分して算出． 

工

業

用

水 

工業調査結果(経済産業省，2000 年)に収載されてい

る，日本標準産業分類で分けられた事業所を先ず，I/O
表大分類部門に分類し直し，同 I/O表部門毎に，工業用

水量(｢地表水/伏流水｣｢井戸水｣などを含む)のうち回収

水量を除いた淡水補給量を集計して算出． 
農

業

用

水 

滋賀県農林水産統計 7)の農産物毎の生産量に灌漑栽培

手法(減水深)によって設定された該当農産物の原単位
8), 9)を乗じて算出．なお，降水は潜在的な琵琶湖の水資

源であるとみなした． 

Table 2: Data and calculation methods for pollution loads 
 使用データと算出方法 

日排水

量 10 

m3 以

上 

滋賀県の特定施設設置の届出データ(排水量)に同

県が 1997年度から 2004年度にかけて，県内の全特

定事業場を対象に実施した排水検査の実測値デー

タ(汚濁物質濃度)を乗じて算出 10), 11)． 
日排水

量 10 

m3 未

満 

滋賀県の特定施設設置の届出データ(排水量)に同

県が第 3 期湖沼計画 12)(1995 年)の策定時に設定し

た業種値(汚濁物質濃度)を乗じて算出 10), 11)． 

下水道

接続事

業所 

2004 年度における滋賀県内の接続事業所毎の下水

道への排除量データ（排出量）に第 4 期湖沼計画
13)(2000 年)の排除先下水処理場の放流水質(汚濁

物質濃度)を乗じて算出 14)． 

農林水

産業 

第4期湖沼計画(2000年)の策定時に用いられた，畜

産系および土地利用系の原単位とフレーム値を用い

て算出． 
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源を将来的にわたって健全に管理保全していくための

仕組みと，それを協議するための枠組を考えていく必要

があるだろう．また，そのためにも，上記依存構造の実

態を社会的に周知させることが必要だと考える． 
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